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;
明

国

家

の

史

的

究

明

に

益

す

る

ょ

り

は

、

近

代

思

想

の

史

的

考

究

に

難

を

お

ょ

ぽ
 

し

、

と

り

わ

け.て

近

代

日

本

の

国

家

思

想

を

ろ

ん

ず

る

、

思

想

史

家

の

罾

|&
の 

ぅ

ち
.に

方

法

論

的.な

破

綻

を

し

め

す

。

た

と

え

ば

福

沢

諭

吉

の

.
啓

蒙

思

想

に

つ
 

い

て

、

性

格

規

定

と

形

態

規

定

に

か

ん

す

る

概

念

の

混

同

は

諸

見

の

，
乱

立

を

も
 

た

ら

し

、

な

か

ん

*

つ

く「

啓

蒙」

o

_

f ^

に

お

け

る「

罾

殳」

の

思

想

に

か

ん
 

し

て

、

民

主

主

義

；と

絶

対

主

義

が

相

反

し

相

成

す

対

立

結

合

の

相

互

連

関

を

解
 

明

す

る

こ

と

を

困

難

な

ら

■し

め

る

0
:

そ

れ

ゆ

え

に

近

代

；日

本

の

絶

対

主

義

に

た
 

い

し

て

、
.

近

代

の

思

想

が

保

ち

得

た

視

角

を

検

証

す

る

こ

と

は

、

絶

対

主

義

を
 

も

ふ

く

む

近

代

思

想

に

ま

み

え

て

、

現

代

の

理

論

が

立

つ

可

き

次

1X J

の

検

定

に
 

つ

ら

な

る
0
.わ

れ

わ

れ

が

実

証

：の

結

果

に

，
て

ら

せ

ば

、

職

八

^

硎

の

問

題

点

は

、

「
ー

国
1

の

「

人

：民」

：が
.，「

政

府」

-

の

「

客

分
,-

に

お

い

て

：
は

、

「

専

制」

の 

ハ

「

皮

配
1

を

認

め

て「

政

府」

::
:.:
'の
':「

法

令」

に

従

い

、「

主

人」

の

「

身

分」

 

ぬ

お

い

て

は̂
人

民

し

の̂

権

カ

ら

を

求

め

て

、

「

国

家
1-
の

、「

入

用」

を

賄

い
 

「
U

様

1-
-
-
:の

：「

職

分」

：
を

果

す

論

理

の

構

成

に

在

る

。

啓

蒙

期

の

職

翁

が

、 

「

専

制
" -

の

「

政

府」

：
を

認

め‘
な

が

ら

も

、「

人

民」

：
の
.「

国

家」

.を

求

め

る

第

.

一

節

.

'

一

禰

.

題 

二

服

部

•
家
永
氏
の
福
沢
諭
吉
論
，
：

.

，
三

鹿

野

:
官

川

氏

の

福

沢

諭

吉

論
.

四

：鹿

野
.
宮
川
氏
6
職
分
論
批
判
：

' 1
.

開

.
0

.

近

代

日

本

の

い

わ

ゆ

る

絶

対

主

義

に

つ

い

て

.も

、

史

家

の

解

釈

は

多

肢

に

.
わ
 

た

か

論

決

を

み

だ

い

。

第

r

の

論

見

に

お

い

て

は

帝

政

日

本

が

絶

対

主

義

と

み

な

さ

れ

、

絶

対

主

義

. 

は

封

建

国

家

と

せ

ら

れ

る

。

第

一

I

の

論

見

に

お

い

て
^

^

対

主

義

が

封

建

国

家

： 

と

み

な

さ

れ

、
'
日

本

帝

国

は

近

代

国

家

と

せ

ら

れ

る

)

。

第

三

办

見

解

に
'
お

い

.て 

は

明

浪

国

家

の

性

格

が

半

封

建

的

.

：
半

近

代

的

な

絶

対

主

義

で

：あ

る

と

規

定

せ
 

ら

れ

る

。

.
い

ず

れ

の

見

解

も

他

鏡

定

と

形

態

規

定

の

混

用

.に

’おV

い

：て
:

"

日

本

と
と
は
、，
資
本
の
権
力
を
求
め
て
闘
ぅ
市
民
階
級
の
歴
史
的
に
は
進
渉
的
な
階 

級
意
識
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
:.
-
:近
代
ま
制
の
国
家
が
典
型
的
^
は

盡
 

的
な
形
態
に
お
い
.
て
、
特
殊
的
.に
は
専
制
的
な
政
治
的
形
態
に
お
.
い
'て
自
B

を 

実
現
す
る
な
ら
、
'「

国
民
の
職
盆
に
か
ん
す
る
民
權
の
悤
想
が
、；「

専
制
の
政 

府J

を
是
認
す
る
-'

と
%.

理
解
さ
る
■ベ

ぎ

こ

と

な

の

で

お

る

。

..
'
;

:「

.

一- :

服

部

：
，
家

永

f t

の

福

沢

論

吉

論

' '
:

>

:

!

-

へ
リ/
禱

沢

論

吉

し

に

か

ん

す

令

故

服

部

之

-

氏

の

政

想

史

的

驗

^

缸
い
务 

は
、

福
沢
の
思
想
体
系
%

絶
対
主
義
吖
範
疇
に
厲
す
る
€

の
ぜ
看
ら
れ
て
い 

る
。':
同

氏

は

福

沢

办

政

讓

を

あ
.
っ
が
5;
-
^丸
山
氏
の̂

^

に
批
判.
を
.
く

わ

，
兄
，
 

て
、
：
福
沢
を
絶
対
主
義
思
想
家
と
ヤ
べ
き
か
資
本
主
義
思
想
家
ど
論
览
す
べ

#
 

か
ど
、

と
き
が
た
い
難
題
を
提

@

-

>
な
が
ら
も
、

み
调
か
ら
は
遠

1 |

芘
臌
氏
謂'

:

ぅ

と

こ

ろ

の

専f j

王

翁

者

説

に

く

み

し

て

、

丸

⑴

真

男

氏

^

く

と

こ

み

の

自S 1 

主

義

者

説

を

こ

ば

み

さ

る

の

で

あ

る

。

講

座

派

的

な

服

部

理

論

に

，
和

い

て

は

絶
 

対

主

義

も

封

建

国

家

母

る

ゆ

え

に

、

絶

対

主

義

者

ば

卦

建

思

想

象

に

し

て

か

つ
 

.

専
f J
M

義

若

は

自©

M -

想

家

な

ら

ず

と

し

、：：：

自

串

玉

義

敗

想

家

な

ら

ざ

る

も
.
の
 

は

民

主

主

義

思

想

家

な

ら

ざ

る

ゆ

え

に

>

:
福
i

神

を

民

主

主

義

と

錯

誤

す

る
 

こ

と

は

福

沢

に

だ

ギ

さ

れ

、

'
.福

沢

を

生.か

0 :

て

人

を

欺

惑

す

る

も

.の

と

看

な

す
 

に

茧

る

の

で

あ

る
;,

0
^

§

^

<

の

蟹

は

思

想

形

態

め

規

定

に

が

：
ん

.
じ

>
/
、
'
絶
 

i

義

で

あ

る

か

ち

居

壬

主

義

セ

は

な

い

と

：、

:

機

械

論

的

：に

福

沢

の

国

家

思

想

.

「

国
民
.
の
職
分j

に

か

.ん

す

る

若

干

の考
察

•

.を
論
難
す
る
.に
あ
り
、.
.こ
れ
が
た
め
服
部
氏
も
啓
蒙
期
に
つ
い'て
：は
、
-福
沢
の 

著
作
が
、.
"絶
対
王
政
を
容
認
し
な
：が
ら
も
資®

級
の
権
力
を
も
と
め
て
、
人 

,

■

権
の
承
認
に
み
ち
び
く
思
想
史
的
な
事
実
に
つ
ま
づ
く
こ
と
に
な
る
？
の

‘

,

み
な
e>
f
;
}
l
諭
^
難
題
は
本
質
：の
論
定
に
冬
い
し.て
、.福
犯
の
i

主
義
な
ら 

ざ
る
思
想
を
絶
対'壬
義
な
り
と
し
、
し
か
し
て
絶
対
主
義
の
思
想
は
資
本
主
義 

の
意
識
な
ら
ず
と
、
福
沢
の

I

鑛
に
性
格
の
規
定
を
あ
た
え
る
こ
と
に
あ
る
。

.

同
論
は
後
者
に
お
い
て
社
ム
薛
意
識
の
階
級
的
_

に
：か
.ん
し
、(

前
者
に
お
い
.
 

.

で
は
特
定
：の.階
級
的
な
意
識
の
政
治
的
な
形
態.に
'か
ん
し
て
、
⑶
罾
を
^
起
し 

:
な
：が
ら
^
自
答
の
：論
結
に
：お
；い
で
は
両
者
を
混
同
す
る
と
と
に
論
理
の
矛
盾
を 

:

あ
ら
わ
ず
;：
0
.と
に
か
く
も
同
氏.の
.
.確
信
す
；る
.こ
と
，は
、
福
沢
諭
吉
の
人
格
が
絶 

.対
主
義
の
範
疇
に
属
す
夺
と
い-.
-
5蟹

は

論

証

：に
堪
え
：る
.：と

い

久

こ
と

，で
あ 

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
読
者
ひ
確
認
す
る
ニ
と
-
^
/
服
部
論
文
の
性
格
は
人
靈
訓 

の
様
式
■..に
適
す
る
^
'い

の

；み
.が
-
く̂
^ .
証
に
堪
え
う
.る
と
い
う
こ
■と
で 

あ
ろ
：う
？
作
品
外
的
に
作
者
の.問
題
を
ひ
：き
：い
れ
る
こ
と
は
、
■方
法
論
的
な
混 

乱
を
克
服
す
る
ゆ
え
ん
で
は
な.い
。

'

1
.

1

家
汞
氏
の
福
沢
論

T

福
沢
論
吉
の
階
級
意
識

」

■■
:

に
：か
ん
す
る'、
家
、水
三
郎
氏
の
思
想
史
研
辦
に

..

..■:  

'
.

■.
: ■
 -
 

.

.
お
い
て
は
、

福
！̂

神
：の
：限
界
を
潰
級
の

意

識

に
も

と

め

る
と

と

に

な 

る
。
福
沢
の
意
識
に
た
い
す.る
！*

の
論
究
に
よ
る
な
ら
、
よ
う
す
る
に
大
資 

本
の
支
配
的
な
地
位̂：
護
持
せ
ん
と
し
て
、
資
本
家
支
持
の
階
双
^
殳
場
を
固 

持
し
た
福
沢
は
純
然
た'る
資
産
家
の
代
弁
者
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
。
福
沢

ニ
.—
-

(

一
七
九)



::

の
思
想
の
最
大
め
使
命
は
、
：：：封
建
的
な
る
も
0
と

抗

争
;1
>日
本
を
近
代
化
す
る
：ン 

に
あ
る
.0
:そ
れ
ゆ
£.
:
:に
襠
沢
諭
吉
華
生
め
連
念
は
日
本
を
資
本
主
義
国
家
.た
ら
.

.し
^'
て
3
欧
米
諸
国
家
ね
比
す
暴
国
呙
的
富
強
を
克
ぢ
取
る
ざ
と
ょ
り
味
か 

に
が
く
、
：'そ
^'
が
、だ
め
資
本
主
義
にft
-
'筒
吹
価
値
を
みAJ：

め
て
社
会
主
義
に
類 

似
の
恐
想
を
こ
ば
み
さ
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
.
.の
弊
害
を
認
知
し
な
が
：ら
も 

脚
産
階
級
の
i

に
顧
慮
を
&'
た
え
ず
、'
.ひ
た
，す

ら

に

に

め

立

場

に

く
 

み
す
石
福
狀
の
社
意
想
は
ブル
ジ

ュ

ア
ジ
ー

の̂

和
オ
口

'
ギ

ー

：を
あ
ら
わ
す 

も
の
と
み
る
。(

策
永
縱
文
办
論
誼
ー
に
お
い
て.は
觀&

t
r

の
限
界
を
.と
ら
^: 

て
、
資
本
家
的
で
あ
る
か
ぎ
ゲ
反
封
建
盼
で
あ
る
が
反
社
会
主
義
で
知
る
か
ぎ 

ひ
資
本
家
支
持
で
あ
る
と
、
>
福
沢
論
吉
の
^

意
識
_
か
ん
し
で
性
格6
.規
定 

を
あ
た
え
る
。
そ
の
ゆ
え
に
同
氏
の
論
結
が
故
人
：の
断
定
に
は
ん
し
て
、
.と
も 

か
く
^

^

の
作
品
に
お
け
る
社
会
的
な
意
識
の
階
級
的
な
性
格
に
つ
い
.て
問 

題
を
提
起
す
る
が
ぎ
り
、
当̂

!
文
.の
ぅ
ち
に
は
菔
猶
文
ー
に
み
ら
れ
る
概
念
’
 

の
混
同
も
な
け
れ
ば
論
理
の.破
線
も
あ
る
ま
い
。
し
か
も
な
お
家
永
氏
の
福
泥 

論
.に
お
い
て
も
、
資
産
階
級
の
利
害
を
つ
ら
ぬ
く
福
沢
の
階
級
意
識
に
か
ん
し 

て
、
議
会
政
治
を
確
立
せ
ん
と
；す
る
福
沢
の
■政
治
思
想
を
と
り
だ
し
、
民
主
主 

義
の
連
動
：に
た
い
し
て
絶
対
主
義
のf

に
く
み
す
る
福
沢
の
思
想
に
は
ふ
れ 

ぬ
そ
の
.か
ぎ
り
、
資
産
階
紙
の
階
級
意
識
を
民
主
主
義
の
政
治
思
想
に
む
す
び 

っ
け
て
、
民
主
主
義
を
絶
対
主
義
か
ら
ぎ
り
は
な
す
機
械
論
的
な
.教
条
主
義
に 

お
ち
い
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。：.

「

福
沢
論
吉
の
階
級
意
識

」

.
が
、
資
産
階 

級
の
階
級
意
識
で
あ
る
の
か
、
無
産
階
級
の
階
級
意
識
で
あ
る
か
は
、
階
敬
意 

識
の
性
格
規
定
に
か
ん
す
る
論
題
の
外
延
に
か
ぎ
ら
れ
形
態
の
規
定
に
か
わ
る

r 

づ

,
>
.
.
.
'
.

::
'

■

v

:

:

_

^

^

 

.

;

:'

1

鹿
野
氏
の
福
沢
誨
.

?

.

.

.

.

.

-

、1

)

.

:

鹿
野
政
直
氏
の
福
沢
論
吉
論.は
い
.全
面
的
：に
明
治
政
府
の
擁
護
に
つ
く
し
た 

福
沢
を
資
本
主
義
の
思
想
家
で
あ
る
と
し
、
明
治
政
権
は
本
質
的
に
封
建
的
な 

絶
対
主
義
で
あ
り
な
が
ら
、
：資
本
主
義
化
の
推
進
：に

f

の
歴
史
的
使
命
を
も 

'
つ
と
す
る
。
か
く
の
ご
と
き
絶i

.
義
の
開
明
敕
策
に
た
い
し
て
は
、
,
0

 ̂

理
論
上
の
絶
対
的
な
支
持
を.あ
だ
え
た
と
と
に
な
る
。
封
建
社
会
に
た
.い
す
る 

憎
悪
の
.感
情
に
：お
い
て
ば
、：
..第
三
階
級
に
く
み
す
る
搐
沢
の
理
論
に
お
い
て 

も
ア
半
封
建
的
な
^
^
主
義
の
政
府
を
支
持
し
そ
こ
か
ら
庇
護
を
期
待
す
る
こ 

と
は
、.：'後
進
国
の
資
産
階
級
：の
不
徹
底
な
階
級
意
識
を
あ
ら
わ
.す
。
そ
れ
ゆ
え 

に
福
沢
の
国
権
思
想
は
資
本
主
義
の
悤
想
と
み
だ
さ
れ
、へ
資
本
主
義
の
精
神
も 

絶
対
主
義
：の
権
力
も
、
前
近^ '
に
た
い
し
て
.
^
:
化
を
も
と
め
る
点
に
お
い
て 

は
揆
を
い
づ
に
し
、,.
:
i

と
資
本
家
.の
代
#
者
は
利
害
を
同
じ
く
す
る
と
看
る 

の
で
あ
る
。
.こ
れ
が
た
め
贫
僚
大
久
保
の
施
策
を
支
持
ず
る
こ
と
が
思
想
豸

|1 

沢
に
至
上
の
使
命
と
せ
ら
れ
る
。：
し
か
し
て
前
者
の
論
理
が
後
者
の
理
論
に
お 

い
て
S
.見
事
に
ぅ
け
と
め
ら
れ
て
い
：る
の
を
論
証
す
る
こ
と
：も
で
，き
た
の
，で
あ 

る
。
;u
か
る
に
鹿
野
政
直
氏
の
思
想
史
序
説
に
お
い
て
、
■絶
対
主
義
を
封
建
思 

想
の
範
疇
に
括
算
し
絶
対
、壬
義
を
資
本
主
義
の
思
想
に
対
置
せ
し
め
て

K
別
を 

た
て
る
以
上
、
_

主
義
政
治
家
の
思
想
が
資
本
主
義
思
想
家
の
論
旨
に
う
け

と
め
ら
れ
る
な
ら
、
絶
対
主
義
思
想
は
資
本
主
義
思
想
に
あ
ら
ず
と
し
て
範
疇 

の
区
分
を
た
て
る
こ
と
も
理
論
的
に
み
て
不
可
能
に
な
る
。
絶
対
主
義
官
僚
大 

久
保
の
論
理
が
資
本
主
義
思
想
家
福
沢
の
理
念
を
つ
ら
ぬ
く
関
係
を
論
証
す
る 

な
ら
ば
、
福
^
の
思
想
は
絶
対
主
義
な
ら
ず
し
て
資
本
主
義
な
り
と
す
る
論
定

.
 

の
极
拠
も
み
う
し
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
鹿
野
政
直
氏
の
論
誼
に
向
け
ら

_
 

れ
た
上
山
春
平
氏
の
疑
問
も
そ
こ
に
懸
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
鹿
野
政
直
氏
が 

福
沢
論
吉
論
を
と
く
に.あ
た
り
、
絶
対
主
義
思
想
の
範
疇
を
規
定
し
て
こ
れ
を

< 

資
本
主
義
想
想
の
範
疇
に
対
置
し
た
の
ち
に
、
■
福
沢
の
思
想
も
絶
対
主
義
で
は 

.な
く
し
て
近
代
思
想
：で
あ
る
と
い.う
範
疇
の
規
定
を
お
こ
な
う
か
ぎ
ヶ
で
は
、
.
 

講
座
派
流
の
服
部
理
論
に
提
起
せ
ら
れ
た
難
問
が
継
承
せ
ら
れ
て
苋
服
さ
れ
ず 

に
い
る
の
：で
あ
る。
：

, 

• 

'

宮
川
氏
の
福
沢
論
：

.

(

3)

 

■

•啓
蒙
精
神
.の
構
造
に
か
ん
す
る
宮
川
透
氏
の
研
究
：に
お
い
.て
'は
、
福
沢
諭
吉 

.
の
啓
蒙
思
想
も
^
对
主
義
的
众
近
代
化
政
策
を
表
わ
す
も
の
と
看
る
の
で
あ 

る
0 ■

そ
れ
ゆ
え
：に
絶
対
主
義
に
よ
る
上
か
ら
の
改
革
路
線
：に
た

.い
し
て
、
民
主 

主
義
に
.よ
る
下
か
ら
の_

1

が
あ
ら
わ
れ
る
に
：お
よ
び
、
'
全
人
民
的
な
基 

礎
に
よ
り
た
づ
啓
蒙
主
義
は
限
界
を
あ
ら
わ
し
、
明
为
社
o
解
散
を
へ
て
啓
蒙 

.期
が
終
：了
す
れ
ば
、：
絶
対
主
義
尥
寄
生
：す
る
啓
蒙
活
動
は
破
滅
ず
る

.'£
:
-と
に
な
：
，
 

名
？
ご
.れ
に
は
ん
U
て磨

！！
！̂

は
福
沢
の
個
入
内
部
に
残
存
す
る
も
.の
と
さ 

.

れ

、
、
こ
ぃ
の
こ

と

に
よ

り

宮
! |

|

^

の
福
沢
論
は
啓
蒙
の
概^

を
ー
ー#

に
規
1

る
-.

, 

も
の
と
な
今
へ
宮
川
透
氏
：の
思
想
史
論
は
、：：
福

沢

灘
.の
構
造
を
解
明
せ
ん>
:

，.「

国
民
：の
職
分'-
-
に
か
X
.す
る
若
午
：の

考

察:'
:
'

し
て
啓
蒙
思
想
の
概
念
を
設
定
し
な
が
ら
も
、
西
欧
の
場
合

.は
、
資
本
主
義
の 

成
立
を
t
な
が
す
市
民
階
級
の
意
識
を
と
り
だ
し
、
日
本
の
場
合
は
、
絶
対
主 

義
の
確
立
を
た
す
け
る
啓
蒙
専
制
の
思
想
を
と
ら
え
て
、
前
者
に
お
.い
て
は
性 

格
の
.後
者
に
お
い
て
は
形
態
の
規
定
を
同
時
に
あ
.た
え
る
論
理
の
矛
盾
に
お
ち 

VV
る
。.
こ
れ
が
た
，め
明
，治3
家
の
啓
蒙
思
想
の
み
な
ら
ず
福
沢
個
人
の
啓
蒙
精 

神
に
も
ふ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
宮
川
透
氏
の
福
沢
研
究
が
、
.個
人
内
部
に
啓
蒙 

精
神
を
と
ら
え
るか
ぎ
V
で
は
、
資
産
階
徽
の
階
級
意
識
が
あ
ら
わ
れ
、
凋
人 

外
部
.に
啓
蒙
思
想
.を
も
と
め
る
方
ぎ
り
で
は
、
絶
対
主
義
の
開
明
精
神
が
あ
ら 

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
會
川
氏
の
論
說
に
お
い
て
は
上
山
氏
が
指
摘
す
る
ご
と 

<s
フ
.ラ
ン
ス
は
㈱
^-
王
制
が
打
倒
さ
れ
る
ま
で.日
本
は
絶
^
ま
義
の
E
0J
が 

確
立
す
る
ま
で
啓
蒙9
時
代
が
つ
づ
く
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ス

め

啓
蒙̂

学
は 

市
民
階
級
(0
.階
級
意
識
を
あ
ら
わし
、

M

ぬ
日
本
の
啓
蒙
思
想
は
絶
対
主
義
の 

開
明
政
策
を
あ
：10
わ
す
。
'ま
た
し
て
も
前
者
に
お
い
て
ば
本
質
の
後
者
に
お
い 

て
は
形
態
'の
規
宠
を
：も
ち
い
て
困
難
を
も
た
ら
す
こ
.と
に
な
る
。
福
沢.の
人
物i 

を
、

」

資
本
主
義
思
想
家
と.し
で
で
.は
な
く
、：.'啓
蒙
専
制
主
義
者
と
し
て
と
ら
え 

る
、
.同
我
の
論
結
に
：、
講
座
派
流
の
思
想
史
論
が
う
：け
'つ
が
'れ
る
。
そ
こ
に
お 

い
：て
は
啓
蒙
思
類
の
概
念
規
定
の
う
ち
.に
お
い
て
，、
本
質
規
定
と
形
態
規
定
に 

か
ん
す
る
難
題
が
再
現
し
、
福
沢
の
作
品
に
：か
ん
す
る
思
想
史
家
の
研
究
活
動 

を
わ
べ
づ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

.

''
:
譬

四

-:
-
'マ
鹿
野
-
宵
川
.氏
の
-職

分

論

批

判
. ;
ベ

ニ
-
- 

. 

_
.0

5

 >

.

.

.

. 

-

福
沢
の
狼
依
論
広
：た
い
す
る
鹿
野
氏
：の
論
究
1
お
：い
て

は

、"平
等
観
念
にも

•
 

r
. . .
 

..
 

.  ;  

.....



'
と
づ
く
^

®

|

の
.成
钇
が
選
さ
れ
な
が
ち
、.
'
:福
沢
諭
士
ロ
：の

繁

1|

論
は
、
-:
>
'

.

の
！̂

神
を
も
た
な
い
^

而
部
の
契
約
論
に
す
ぎ
ぬ
-太
レ
て
ブ
福
沢
流
の
契 

窗

に

み

；ち

れ

る

瞹

昧

な

性

潘

を

き

び

し

：く

摘

発

^

糾

明

洛

れ

る'
の

，
で

あ

る

。

福
' ^

の
.職
分
論
に
か.ん
%

る
宮
川
氏
の.研
^ 1

に̂

い
'
て
，も
ご
天
賦
人
権
説
に
も

' 

と
づ
く
社̂

^

を
み
い
：だ
じ
、
：
福
沢
諭
吉
の
：斷

裡

論

が

^ ;

そ
の
と
^

の':
:
' 

政
府
女
民̂
:
§
:

>

:屋

的

な

政

府

と

ん

な

じ

て

、
铋

# ;

の
政
権
を
み.と
：め
る
契 

約
の
思
想
に
；
か
ん
6

て
、
#

蒙
期
：.
職
分
論
の.
奇
妙
が
特
徵
灰.み
^:
の

で

あ 

る
"

鹿
野
氏
の̂

!

が
：I

論

の

賺

説

に

：
つ
：；い
セ
本
絶
対

'
王
義
0

支
持
の.

.
み
を
み'
て
対
抗̂

^

を
予
期
す
るV
J
と
が
な
い
な
ら
ば
、
^

/|
|

氏
< 0
;

- 1

^
論
は
ぃ 

議

期

の

契̂

1

に
つ
.
い
ズ
.は
民
主_

親
と
絶
対
主
義
の
ふ
た
^

の
傾
向
に
注
：
：
 

意
を
う
な
が
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

♦

え
に
宮
^
;
氏
の
福
沢
研
毙
に
お
い
て 

は
、
啓f

如

の

職

當I

が
、
形
式
的
に
民
主
主
義
を
実
質
的
に
絶
対
、王
義
を
是

. 

認
す
る
と
い
う
性
格
を
お
さ
え
て
、
鹿
野
氏
：の
，福
泥
論
が
：と
：ら
え
る
瞹
昧
な
性 

格
の
規
定
支
明§

方
ら
し
：め? >
-

:0

福

漱

流

の

塞

論

亦

、
理
論
的
に
他
揭
主
生 

義
を
歴
史
通
に.は
■

射
主
韻
を
み
と
め
た
一
と
す
る
な
ら
、,

「

職
分」

.

の
狸
論
が
，
 

あ
ら
士
す
；；

「

置

.

の

獲

に

お

い

て

は

、
，

.墨

主

義

め

思

想

が

絶

対

主

義

の

. 

政

治

に

づ

ら

な

る
--
£
:
と
に
众
る
。
民
、玉
主
義
め
理
^
^
絶
対
主
氟
を
擁
護
す
る 

こ
と
は
職
分
思
想
の
解
叨
に
さ
い
し
冗
概
念
規
定
を
困
難
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ 

う
か
。_

題
の
篇
点
は
、

か

か

に

ん

て

「

啓
蒙
1-

期
の
，
：

「

職
分」

論
に
お.い
：て'

は
、
絶
対
、王
義
>
:
民
主
主
義
が
：ひ
七
つ
の
理
諭
に
統

.
|
.さ
れ
う
る
が

「

と
い
う 

こ
と
な
の
で
あ
る
。

，
.

,

-

'

:

.

.

;
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.上

「

.，
鈴

木

正

.
：
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杉
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对
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に
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史
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永
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解
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_

滞
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研
究
叢
書
^

第 

に 

.

お
け
:̂

康
.、沐
氏
^

見

：解

：
は

鹿
#

氏
：の
論
調
に
ち
ー
か
い
0

•■

 ̂(
11
^

鹿

野

政

直「

資
本
主
義
思
想
:̂
.形
成
と
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の
性
格
1_
'
;'(

鹿

野「

日
本
近 

'
，
代
思
想
り
形
成
^

搁〜

鴆
^

^

^
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'
.
:
:
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:
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上
山
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|
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呂
川
透
--
1
日
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想
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宮

川

「

近
代
日
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思
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山

春

平

前

：掲

諭

文
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鹿
野
政
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前
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頁
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宮

川

透「

旧
本
の
啓
蒙
主
義
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遠
山
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山

崎
‘

.大

井

編「

近
代
日
本 

，

思

想

史

」

，
第
i

79〜
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頁
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第

節

四 三

「

主

客

二

巒

の

f

職
分」

'
.■'

-I
主
.1-
の
、.「

職
分」

；

'

.
:

ソ

献
論
0

.
;
--
敗
庇
1-
の

「

職
分」

' 

^
 

.「

人
民
.！
の

「

職
分
1-
;

.
r

客」

の

-1
'

職
分」

. -

;
べ
:

ハ 

総
括

'

:-
1
主

客

ニ

様」

の

「

職

分」

「

学

問

の

すi
.
め

七

編」

，
は

「

国

民」

の

「

職

分」

を

—1
ニ

様」

、
に

「

区

別

.
一 

.
す

る

処
^

始

ま

る
。

■

「

学

問

の

す

、

め

七

編

」

に

ょ

れ

ば

、.「

一

国」

：
の

「

入

民」

.
'は

「

ー
1

」

' 

の
h「

身

分」

..

に

お

い

て「

主

客」
「

ニ

捸
L -

の

-1
役
B

」
「

職

分」

を
_

め
.る

。 

す

な

わ

ち.「

主

人」

. ,
.
の
'

'「

身

分」

に

お

い

て

、「

全

国」

の

：「

人

民」

.が

：--

1
.会
 

■
同

J
.

し

か

：
つ(「

申

含」

.

わ

せ

て
\

「

.

ー

国

と

名

づ

く

る

会

社

を

結

び

」

、
；

「

法

を
 

立

て

、

こ

れ

を

施

し

行

ふ

。

1-
-

し

か

し

て
- !

客

の

身

分j

に

お

い

て

；
；

「

国

の

人

： 

:

民

」

は

、
：1

「

国

家
.r

の

「

U

に

従

い
.
.
圓

法

1—
'

60「

保

護」

:•
■
を

被

る

め

.
で
■ 

あ

る

。
.

虿

か

ら

定

め

し

」

；
：「

国

民」

の
.

_

_

1
に

服

し

ズ

、
：

.

：「

客

」

め

「

職
 

分

」

を
.尽

ず

が

ぎ

り

は

、
.
.

「

自

か

ら

作

り

し

」

-

人

民」

の

「

_

」

に

属

し

て

、

「

国
民
の
職
分」

に
か
ん
.す
る
若
午
の
考
察

「

客」

.
：
の
■，「

身
分」

に
就
く
.と
ば
い
え
、
':r

人
民
1-

は
本
源
的
に「

主
人」

で 

あ
る
0
:
た
と
え
：：馨

分
1—

ね
在
ろ
：ぅ
と
も
生
体
他
は
な
お
''「
人
民」

：.
の
も
と
に 

:

在
る
。
'，”
1

「

国
法
_

霊

：め
.て
こ
.れ
を
守
る
の
も
：「

人
民」

な
ら
ば
、

「

国
法」 

を
定
め
..て
#

F

<o
;

.

s

r

K民
や
な
.
の
で
あ
る
。

「

国
法」

.

を
行
ぅ
も「

国
法」 

.
に
従
5

も
、.：；
ひ
と
し
く
..；.！"
国
民」

.

.の

.
-1

職
分」

ノ
で
あ
ろ
ぅ
0
.
か
く
し
.て

.
「

学
問 

の
す
i
 

'め
七
編
^

ね
お
い
て
、；
：「

主
客」

：め

-!

身
分
J

fc

わ
た
る
'「

国
民」

.
の 

「

雰

」

に
か
ん
：七
、
.
こ
>-

さ

ら
>-
1
主
人」

.の
：：「

身

岔

に

お

け

る

「

人
民」

. 

の

：

「

職
分
：J 

.

に
が
：ん
し
て
人
民
主
権
論
.が
^

り
た
つ
。

「

民
権」

：
の
思
想
に
某一 

い
て
ー

「

国

家」

：
の

観

念4-
現
れ
る
。
%

れ
ゆ
え
にT

職
分
1-

論

に

碧

な

「

国 

家
1—

論
の
理
解
片
さ
1>
-
じ
，て
，

「

国
民」

の

「

職
分」

は
ま
さ
に
-1

ニ
様」

の 

「

職
分1

に
.お
.い
.
て
、
..

す

な
如
ぢ「

主
客
,-

の
n

fc

わ

た

る「

人
民」 

の

「

職
分」

が
，
対
立
.を
つ
ぅ
じ
て
華
ブ
に
み
ち
ぴ
く
弁
証
法
的
な
相
互
連
関 

め
：過
程
に
お
い
て
杷
握
さ
れ
:'
5

ふ
。
し
か
し
て
本
稿
の
要
点
も
か
か
る
:'
.

「

国
民 

の
職
分
ロ
の
発
展
の
過
程
を
分
析
し
か
つ
ま
た
再
現
す
る
に
あ
る
。

「

職
分」 

論

思

想

：に

基

く
-—
|

国

家」

：
論

体

系

の
'批
判
を
課
題
.に
措
く
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く 

:「

学
問
の
すV

,

め
七
編
1-

に
お4

て
、
.,
.「

啓
蒙」

の
理
念
に
宿
る「

専
制」

の 

論

理

を

追

究

し

解

明

す

可

き

、
で

.あ
る
。
'.
:;そ
れ
ゆ
え
に
以
下
の
論
稿
に
お
い
て 

は
、
；
所
与
の
作
品
な
い
し
は
作
品
群
に
対
象
化
せ
ら
れ
た
、
社
会
的
な
意
識
.の. 

構
造
&

つ
い
て
実
証
的
な
分
析
ル
捧
に
た
ず
择
わ
る
の
で
あ
る
。

■

•;
r

:

參

:

r -
,

主

人

の

.身

分1-
に

お

け

る
- !

入

民

の
f

」

'v

は

、

-1
入

民
'—

の

「

総

代」

. 

ニ

五

2

八
三)

'



:
と
し
て
V
::
:「

政
府J

を
立
.て
.「

国
政」

を
委
ね
る
こ

と

に

よ

り

、

「

人
民」

の

:

遍

府J
:

を
:;
1
>
:て
、「

■

■
:
を

施

ん

；

「

公

務

：
を

勤

め

：
し

む

る

：
露

る

。
'

「

国
 

民」

•

!

託」

：'を

引

き

晋

I

讓

』

：

を

取

り

扱

う

；
：

f

政
莳」 

it
fg
o

、で
あ
り
、

：

「

人
®

が

そ

の

碧
-<」

：

で
あ
る
。■
--
.
国
の
政
.を

為

： 

'
す
者
1-
'は

：：「

政
®

に
し
て「

灸

1-
の
：.
i

に
従
て
事
を
為1-
*

「

政
府」 

€

「

役
人」

よ
り
し
て「
.A
民」

の
，「

代
人」

«]
-
り
な
る
、
と
す
れ
ば-1
人
民
.
 

は
即
ち
政
府」

で
あ
ろ
.う
0
;そ
れ
ゆ
え「

学
問
■の
^

>
め
七
編
—
に
よ
れ
ず
、: 

「

一国
：と
名
づ
ぐ
る
会
社
を
結
び
、

」
：「
法
を
立
て
i
こ
れ
を
施
し
行
：ふ
、

」

：.：

「

人
'
:
 

民」

は
即
自
的
に「

主
人」

.で
あ
る
。
す

で

にr

主
人
.

r

の
'「

職
分」

は

「

政 

府」

を
.設

け

て「

政
権」

。
を
授
け
る
こ
と
を
含^'
の
で
あ
る
。
：：

「

人
民
1_
の
苇 

•—
*
次
的
な
_

が
分
解
し
.て
、
.

「

1
ー
様」

の
.第
二
次
的
な
集
団
に
転
化
す
る
。 

「

人
5

の
う
ち
よ
り「

政
府」

が
わ
か
れ
る
。‘
こ

の
-1
人
民」

.と

「

政
府」 

と
は
、
そ

の「

職
分」

.を

.

「

区
別」

•
し
て
、
機
能
的
に
異
る
対
立
物
を成
し
、
 

5

は
相
互
の「

分
限」

に
か
ん
し
てf

約
条」

を
と
り
き
め
、「
国
民
と
政
'
 

f

の
豹
束」

が
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。「

国
民」

は
：「

政
府」

の

「
金
主
1- 

と
な
り
、「

政
令」

の

「

権
柄」

は
こ
れ
を
ま
か
せ
、「

政
府」

は

「

国
民」

のr

名
代」

.と
な
り
、「

政
治」

の

「

権
力」

.
を
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え 

に

「

政
府」

の

「

権
力」

ば
'「

人
民」

の

「

委
任」

に
も
と
づ
く
。
す
で
に
第 

一
の
次
愛
お
い
て
、「

国」

を

立

て「

法」

.を

行

う「

人
民」

.D

「

全
本

」

が
権
力
の
源
泉
を
な
し
、
い
ま
や
第
二
の
.
s
7n
に
お
い
て
、「

人
民」

は
.

「

国 

政」

を

「

政
府
1-
に

「

委
託」

し
う
る
権
力
の
主
体
と
な
る
。

「

人
民」

の「

攻 

序」

は

.̂
治
の
権
限
を
あ
た
え
ら
れ
て
.、
主
権
を
行
使
し
う
る
に
す
ぎ
ぬ0

'.
/'
.

:

:■
;:
;

.

:
二 
六；

'.(

‘ 

八
四)

.

.

.

た
f

a

l

:せ
ら
れ
た
-.
権
力
,-
の
m
統
性
的
な
根
抛
ば
人i
権
の
思 

顧
に
も
と
め
ら
れ
る
フ̂
箱
カ
^
の
名
因
上
の
担
囊
は「

人
民」

.

で

あ

り

、 

へ
ぃ
信
ゃ
^
ヵ
^
の
実
際
上
の
担
蠢
ば- ^

政
府1--

で
ぁ
る
。「

I

」

の

.「

政
 

:

俯
_
|
,
が

：
.'
.
'
;

「

_
民」

：
に
え
ら
ば
れ
た
る

r
n

代」

ょ
：り
な
る
な
ら
ば
、

「

国
家」 

.の
：.

「

支
配
人
1
:
^
T
人
民j.

の
.

「

名
代
人」

：
に
：す
ぎ
な
^

^

「

泰
を 

為
す
可
き
権」

を
え
た
と
こ
ろ
.の
.「

政
府」「

が
、
.

「

国
民
.1
-
'の「

意
に
従
て
.事 

を
為」

；

す
も
拉
す
れ
ば
、

；
，「

政
府
の
為
す
事」

^̂

事j
.

で
あ
る
か
ら
、「

人
民
は
郞
ち
政
府」

：に
’ほ
.
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て「

学 

問
め
す
ん
め
-七
編
十
に
お
い
て
、

.「

国
民
.の
職
分1-
に
：か
ん
，す
る
考
察
が
示
唆 

す
る
も

の
は
、
人
民
欠
よ
る
授
権
.
.政
府
に
ょ
る
受
託
の
思
想
であ
る
。
主
権 

論
に
も
+と
づ
く
-1
職
分」

論

の「

国
家」

論
体
系
が
ぅ
ち
だ
す

理
論
的
要
請

く
の
.で
あ
る
。

：

:

,

.

.
'.
.

.

一
 

V

:.'

"

:

.

.

.

?

)

ハ「

政
府
は
国
民
の
名
代
に
：て
、
国
民
の
思
ふ
所
に
従
化
事
を
為
，す
も
の 

，
り

.

'

.

右
の
.如
く
国
民
の
総
代
'と
し
.
.て
政
府
を
立
て
、
善
人
保
護
の
職 

分
を
勤
め
し
め
、

其

代
と
.し
て

役
入
の
.給
料
は
勿
論
、
政
府
の
諸
入
用
を
ば 

悉
皆
国
民
；ょ
.
り
賄
ふ
可
し
と
約
來
せ
し
こ

と

な

り
。
且
又
政
府
は
既

に

国

民
 

の
：.総
名
代
と
な
り
て
事
を
為
す
可
き
權
.を
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、
.政
府
の
為 

す
事
は
即
ち
国
民
め
：為

す

奮

て

、
国
民
は
：必
ず
政
杯
の
法
に
従
は
ざ
る
可 

ら
ず
。
是
亦
国
民
と
政
府
と
の
約
束
I

。」

：(「

学
問
.の
す
、
め
六
編」

福 

.

沢

諭

吉

全

集

三

卷
63

頁)

.

:

へ3

)

「

政
府

1-
-

の

「

職
分」

「

主
人
の
身
分」

に
お
け
る
ー
人
民
の
職
分
卜
も
^
ニ
様
し
に
う
区
別
じ
し 

二
段
にM

分
さ
れ
ぅ
る
。

す
で
に「

人
民j

は「

5
人」

と
し
て
、「

政
府」

に
'

「

政
権」

を
授
げ
、 

「

U

は
：

「

代
人」

' と
し
て
、「

人
民」

の
.
-1
委

託」

を
受
け
だ
め
：
で
^

^

。 

「

法

を
正
ふ
し

」

.'「

罰

を

厳

に
し
、

」
「

同
等」

の
：逼
義
1—
を
お
%'
ん

ビ「

人
. 

民」

を
；屎
護j

す
る
こ
と
が
、

:

「

政
府」

の「

商
^r

で
も
あ
り
.

「

当
然」

0
，

「

職
分」

で
も
あ
る
。「

人
民
1—
の「

^
^」

が
、
-1
職
分」

を
あ
电
ま
り 

「

約
束」

を
た
が
え
.て
、「

人
民」

が

「

損

亡」

を
蒙

る
と

き

に

；
も

、「

政
府」 

は「

1

」

を
^

の̂
：で
あ
る
。■こ
の
―.ぺ
段
で
は
、「

ま
入
1—
の「

身
分」

、
に 

お
け
る「

人
民
^
の
^
職
分
し
も
、「

人
民」

の
.

「

政
府」

に
お
け
る「

人
民」 

.の「

職
分
1—
と

し

て

；
§

に

表

現

さ

れ

る

。や
が
て
事
態
を
収
拾
す.べ
く
、「

政
：

■

府」

の
な
か
^

「

人
民」

か

ら「

政
府」

の
そ
と
の
.「

人
民』

人
と
、
.責
任
が 

襲
さ
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
。

」「

政
府」

と
し
て
.の
ハ「

人
民
'-
-
於

果

.b
得

る：「

職
分J

 

に
か
わ
：り
、「

人
民」

と
し
弋
9

「

人
民」

が
尽
す
可
き「

福

分」

が
直
接
に
：
 

発
現
せ
ざ
る
を
え
：な
い
。

「

政
府」

.に

は
-^
金」

め
有
る
可
き「

理j
:

も
な
く
、 

「

人
民
1-
に
は
.

r

金
1-
を
出
す
可
き「

理
^
が
あ
る
と
ず
れ
ば
ス̂
人
民」

^. 

み
が
"：

「

金
主
1-
と
し
：て
、
--
1
租
税」

を
贿
.い

--
1靈

」

/
を
贖
い
5
る
.の
で
あ
る
0
 

冬
れ
ゆ
え
'「

7
民」

：：が

--
1主
：<」

.の

「

身
分」

ぺ
に
^
ぃ
$

人

.1
-を
：：
「

代

人」

た

ら

し

め

る

こ
^

如
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。

.

.

. 

.

.

.■■ 

- 

. 

. 

. 

.

.

.

.

.

.

. 

, 

' 

. 

-

「

国
民
：の
.
職
分j

:
:

に
か
：ん
す
る
若
干
の
考
蔡

(

3f
.

)

--
'
:

「

世

話

の

：字

に

：
ニ

，の
：
意

味

あ

り

、

.一
は保
護
の
義
な
'り
、
：
一
は命
令
の 

義
な
り
。…
…

又
ー
政
'府

，に

て

は

法

律

を

設

：
け

，て

国

民

の

生

命

と

面

目

と

私

有
 

.と
：
を.木
切
'に
取
扱
ひ
、

一
般
の
安
全
を
謀
て
：保
護
の
.：世
話
を
為
し
、
人
民
は 

丨
政
府：

の
命
^

g

拖

て

：
差

因

：
の
：
世

：話

に

戻

る

'
.こ
と
あ
ら
ざ
れ
ば
、
公
私
の
間
円 

:
:

く
治
る
可
し
。」

：：

c「
t
f

問
の
す
‘

め
十
四
編
1-
福
沢
諭
吉
全
#

' 

3
「

人
.

民」

の

;

い

ま

や

：

「

人

民」

；
ゆ

「

金

、
王

」

せ

し

て

、
'「

政

府」

の

：

「

入

用」

'

を
賄
い
、

'

「

政
府
！

r

は「

法
令
1_
1

:を
行
い
：
、
：

t

人
民j

の「

ぼ
^
1-
;
に
あ
た
る.の
で
b

。 

「

政

勝

ゆ

：葆

護

j

ノ
を
貿
，

だ
が
に
、

「

国
家」

'の
.

「

入
用」

を
私
う
こ
と 

は〉
「

国
民」

と
し
て
の「

職
分」

で
も
あ
り
、「

市
民
し
ノ
と
し
て
の̂
商
売」 

で
も
あ
.を
。
.
.
.
そ
れ
ゆ
.え
. 

'

「

主
人」.

.

.
の「

身
分」

.に
■お
.い
て
'、
.

「

人
民
：

」

が「

国 

用
し
を
給
し
て
ナ
政̂
庥
^
を
毛
保
護
し
す
る
な
ら
ば
べ
政
庥
卜
も̂

を
施
しV

,

灭

民」

■'を
.
'

F

保
護」

•
す
る
だ
ろ
う
P

-,
ん
民」 .：：

のT

 

し

て
-.
国
摩」

の
..
,
—I
.租
税
.：|
^-
紙
.办
.
^
-と
も
、.
.
'
.
.
:
.
.

--
1
政
府」

€>
.
.
:

「

職
分」

と
し
.
 

て

「

国
家
卜
の
達
配

-—

へ

に

勤

め

る

こ

と「

人
民
.

」

と

.「

政
府」

の

「

相
 

談『

に
ょ
る
'.
—1
,約
東
1_
^
あ
%

/「

人
民
_
|'-
:の

-1
政
府」

''
に

た

い

す

^「

租
 

■税
1-
|の

-1
約
衆」

^

く
レ
て
は
、::
.「

政
府
1-
^

「

^

に
た
い
す
る
、「

支 

■̂
'
^'「

約
束
^

^
ま
^
な

い

フ

-
^
^
る

な

ら

 

'

「

国
家
し̂
の
ン
つ
支
®」

.は

.「

人 

民」

-'
吵

薩

替」

：に
鉍
ど
づ
ぐ
。.>
:
-
,

「

人
民」

;'
.
-
-
の

「

政
府」

ど
し
て
桌
す
べ
き「

政

洽
1—
の
.豪

：J
'
:
%:
、：.

：

欠

民

：
の
',
'--
1人
民」

.：>
し
.て
尽
す
べ
き「

藝

1_
の

「

職
分」

に
、
う
ら
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
：る
。
：：し

か

し

て「

主
人」

の 

.

. 

,一：1
.七
'

(

-

八
五
.

)



，「

職
分
1-
-

に
お
い
て
、

「

米」

も

な

く「

金」

も

な

き「

政
府」

が

3

法」 

を
行
ぅ
^

め

に

、
一
：

「

銭」
：：

を

莱

.
^

^

^

#此

世

を

渡

る

；

—
&

^;

に

も

が$;
'の
.
'で

：
^̂ :
。
:-
'

、

(•
'
' '•
.•
.

 

- 

. .
-
.
:
.
•
•
•
-

■
•
:
-
 

■ 

. 

■ 

- 

• 

• 

- 

• 

' 

•
•
. 

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

, 

- 

>

-
.

(

4

)

,'
:

「

名
分
.上
は
虚
飾
0:
;名
！1
1
1-̂
^

ふ
な
り
0 

.虚
名
と
あ
れ
ば
上
下
貴
賤
悉 

'
皆

無

相

の

も

の
,*
:
れ

ど.:
%

、
こ
.
の
虚
.飾
の
名
.目
と
実
の
職
分
と
を
.入
替
：$

 

て
、.
：職
分
.を
さ
へ
守
れ
ば
&

名
分
':
%

差
支
あ
る
こ
，と
な
：し
'0
.
即
ち
政
守
：よ
.

一
. 

■:
.

国

の

ま

場

に

し

：て

-
<
;民

を̂

配

す

る

：の

職

分

あ

ヶ

9

A'

民

，は

一

国

の

)

金
主
^
 

し

：で

国

用
''
^

耠
す
る
ー
の
職
分
あ
り
6
!-
-
-(「

学

問

の

す

、

め

：
屮

：

—-
.

— .
衝

沢

諭
 

.
吉
全
集
1
1ー
.
巻]0
0

頁
。)

'

」

：

.:
:

'

. ..

:

.

パ
。

.

X

.

.
:

三
'

.r

客
.

j

 

マ

^

, 

■ 

■ 

■■ 

■ 

.■;-
*

■ 

■ 
■
.
.
.
.

'「

政
府」

..
の
：「

客
分
1_
_
.に
；拎
け
る
：

「

人
民
:̂
^

に
従
い
だ
が
ら
-1

人
&

の
：；
「

権
義」

ぐ
を
守
^

こ

と

に

求

：
め

^ ：

-れ 

る
。
忌

府

」

が
：齒

法

」

"
を

施

し

て
.—
1

人
民」

；に

谅
 

ば
、
.

.-
1

人
民」

'は

「

国
法
1_
':

に
基
い
て「

自
由」

て
の
。「

権
_

を
保
つ
セ
あ
ろ 

等

.

.

「

政
府」

.

の
な
か
の「

人
民
1-
-

が
、

T

天
理」

：
に
則
し
v

:
~l
.国
法
1-
-
'
を
行
：
 

ず
か
ぎ
り
は
、「

政
府」

の
そ
と
の「

人
民」

も

「

国
法」

に
服
し
て
.「

天
理」

に
従
い.‘
、
.,「

人
造」

.の「

政
法
_
}に
霞
。

な
：が

ら

も

「

天
然
_
|
の'-
7
7権
義,-
.
ギ
 

抒
ぅ
.の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ぇ
：

..—|

学
問
の
す
：ぷ
七
編
1-
に
ょ
&

、
--
1

客
の
身 

岔
に
在
る
と
き
は
、r

政
府
の
法」

に
従
.う
こ
と
が
、.ま
さ
に「

人
民」

の

, 

ニ
.八

(
1

八
六)

•,
,ス
-—
1職
分
:^
で
あ
る
。--
-'^
で
^「

政
府
^
の
.

F

客
分
_
1;'
'
'と.乙
.て
.
>
|
-
人
民〕

は「

m 

:府」

：の

|
~畜」

：；に
服
-1
>、
7-
1政
府J: は

：：「

人
愚
'の「

名
0

と
し
て
：
、

「

政 

..
冷
1-
の 
一

を

担

.欠
に
至
、る
？
い
ま
や

「

人
民」

■の
へ
パ
碳
岔
.と
：し
て
、

:
と
な
べ
、
.

「

譁
で
1
楚

守

り

、

」
「

务
：
の
保_
^
^

:■■

あ
石
0

.:「

s

民
の
法」

を
定
往
も
施
す
も
、「

政
府
の
権」

に
在
る
こ
と
故
に
、

「

政
府
の
権」

を
#

心
.て

「

人
民
の
分」

、を
誤
る
> j

と
に
^

る
で
あ
ろ
う
。「

入 

.
■民」

ハ"

の
.
1
委
託
.

」

，'
に
拠
'.る

。と
.謂
う
.
.

「

政
府」

.；.
ov...「

権
力」

，.
は
フ
.ま
さ
に
.

「

自
申 

.

.な
る
も
の
1_
-

^

し
て
^

制
限
な
き
も
、の
|_
-

:
と

な

る
'0「

唯

：

I
,

政
府
に
てj

「

法」 

を

立

で「

政
1-
-

を
待
う
.と
こ
.
ろ

を

；み

れ

ば

、
|
1
椎
カ」

の
行
使
に
際
し
て「

ベ 

民i
.

の
掣
肘
を
受
け
る
.い
と
'ま
も
な
い
^:

 ̂

S
力J

を

「

制

艮

」

.

す 

ベ̂

^

権

の

蠱
K

な
ぐ
、

T

奋

」

.の

「

政
府」

S

い
て
も
三
権
の
分
化 

を
じ
.ら
&.

い
0
,
受

託

者

の

：
：

「

政

府」

就

無

制

限

の

を

を

行

吏

す

る

の

に

は

ん
 

.
し
>

■
授
権
者
.の
-
—1
-
<
民」

は
実
質
的
に
：な
ん
ら
の
主
権
も
保
持
し
な
い
の
で
あ 

る

^

学
問
の
す
夂
め
七
編
^

か
ま
さ
に
^

人
民
じ
ぐ
の「

国
家」

に
お
い
て
、
 

齧

限

の
.統
_

を
ゆ
う
す
：る
一「

専

制」
の
：；；「

政

府」
を
.：

み
と
め
る
か
ぎ
：り
で 

は

.ま

さ

し

べ「

明
治
■卜
の
コ
国
家

」

.に
：お
い
：て
' 

不
可
侵
の
統
治
権
を
ゆ
う 

す
.る
，「 1

4
1

抑
1-

:
の

.

「

政
府
1-
-

_.を
' ^

る
:1
.
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

「

学

^

の 

す
：X
め
七
®

黯

-1
'
>
て
、
乃「

国
呙
•-:

の
、「

職
分
'-
-
.に
か
ん
す
る
考
究
が
提
示
' 

す
る
も
の
は
、

- ：.•
又

民

；

J
:

に
ょ
る
授
権
丨
-̂

政
府
^

に
上
る
受
託
の
思
想
が
、
 

人
民
の
主
権
を
蹈
み
に
じ

る

に
.
至
る
プ

ロ

セ
ス
；：で
：あ
る
:0

か

く

て「

民
権」

論
.

を
と
く
'
.

「

職
分」

論
の
国
家
論
体
系
が
ぅ
ち
だ
す
実
践
的
要
請
な
る
も
の
は
、
' 

.究
局
の
課
題
とU
:て

は

、
，
民

主

共

和

制

の

政

治

的

形

態

の

•も
と
に
、
し
が
し
て 

当
面
の
課
題
と
し
て
は
、■専
政
零
王
制
力
政
治
的
形
態
の.も
.上
に
、
.「

人
民」

の

「

国
家」

' 
を
求
め
て
進
む
階
級
の
歴
史
的
に
進
歩
的
な
要
求
.に
つ
ら
な
る
も 

の

で

あ

る

.。

v

)
「

元
来
人
浪
と
政
府
と
の
間
柄
は
も
と
同
一
体
に
て

其
職
分
を
区
.
別 

し
、
：政
府
は
入
民
：の
名
代
と
な
り
.
て
法
を
施
し
、
人
民
は
必
ず
此
法
を
守
る 

.

.可

.し

.
と
、
固
く
約
束
し
た
る
も
の
な
り
.。
甓

へ
ば今
、
日
本
国
中
に
て
明
治 

'の
年
号
を
舉
ず
る
者
は
、
.今
の
，政
府
の
法
に
従
ふ
可
し
と
.条
約
を
結
び
た

.る 

人
民
な
り
。
故

に

1

度
び
国
法
と
定
り
た
る

こ
と
は
、

仮
令
ひ或
は
人
民

一 

値
の
た
め
に
不
便
利
あ
る
も

、
.

其
改
車
ま
で
は
こ
_
れ
を

1&
.か
，す
を
#

ず
。

小
.
 

心
：翼
々
譁
て
W
す
ら
•ざ
'
る
.可
ら
ず
。

是
即
ち
人
民
の
職
分
な
り
。

一(「

学

問

の 

す
、
め
ニ
編」

裯
沢
論
吉
全
集
三
.卷
40
頁
。)

：

. 

•
 

•,

:■
.
四

総

'
 

括
，

'
' 

V
: 

ニ
. 

. .
 

. 

.

'

.

,■
;.

■■
■■

.
 
. 

V 

. .
 

:

.
,
.
'
か
く
1>
て

「

学
間
の
す
\
め
七
|
1
_
|
,
に
お
ぃ
て
；、F

啓
蒙
1-
期
の
.

「

国
家」 

論
は
、
理
論
的
に
ば
民
主
制
の
眾
認
を
志
向
し
な
が
ら
:%
現
実
的
に
は
偺
主
制 

の
籠
に
転
向
し
、一「

職
分」

論
思
想
が
荷
ぅ
と
こ.ろ
の
■

「

国
民j

的
課
題
め 

:

下
に
.両
者
は
«

1

向̂
ぅ
の
：で
あ
る.。
.そ
れf

え
にT

啓
蒙」

期
の
へ
！■職
分i

 

ノ 

論
が
\
ち
だ
す
要
求
の
核
心
は
、,.
.究
局
：の
課
題
と
ゼ
：て
は
|

楚

共

和

国

に 

お
ぃ
$

し
が
t
rt
当
面
の
課
題
之
し
て
ば
ク
絶
対
零
玉
制
の
政
治
的
形
態
の
：

「

国
民
^

職
分
^

に
か
ん
す
る
葙
干
の
考
察
：

：

も
と
.
.に
お
い
.て
、.
'

「

人
民」

に
：.

「

権
力
1-

'
.

を
、
'そ
し
て
こ
の
スロ
ウ

ガ
ン
に
か 

く
れ
て
、
資
本
の
手
に
権
力
を
克
，ち
と
る
'こ
と
に
在
る
。
あ
ら
た
め
て
分
析
の 

成
果
迄
て
ら
せ
ば,>「

国
民」

の
：「

職
分」

に
か
ん
す
る
理
論
の
要
点
ば
、

「

人 

愚

：.が

：■

客
I

y

J様」

丫
^

基
分
卜
に
お
い
て
ク
す
な
わ
ち

「

主
人」

の 

「

身
分」

に
.お
い
て
.は
人
民
の
至
権
を
も
と.め
、

「

政
^J

、

の「
豸
殳」

に
お 

い
て
は
.専
制
の
政
権
を
み
と
め
て
、
：

r

主
客
一
s

d
の
機
能
を
ま
と
め
る

「
奇
.
 

怪
至
極」

な
論
理
の
う
ぢ
に
も
と
め
ら
れ
る
。
へ

「

.主

人」

の

「

身

分」

に
'
お

い 

て
民
主
主
義
'に
た
い
ず
る
要
望
を
ー
う
た
い
な
が
：

.ら
、.
—1
政
府」

の

「

客
分」

に 

お
い
七
絶
対
主
義
に
た
：い
す
る
服
従
を
ち
か
■う

こ

；
と

は

矛

盾

で

あ

る

.。

し

か

も 

矛
盾
の
性
質
が
：

「

敵
対」

：的
で
：は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

「

職
分」

論
の
体
系 

が
均
衡
を
う
し
な
う-
と
.も

な

：
い

。

「

主

人
|—
.の

r

身
分
：

j

に
お
い
て
は
、r

租 

税」

.
を
払
い
な
が
ら
も£

府
.
|を
買
い
取
る
こ
と
に
ょ
り
、

「

客
分」

の「

地 

位」

に
お
、い
て
は
、.「

政
府j

に
従
い
な
が
ら
も「

権
力」

、を
克
ち
取
る
こ
と 

が
で
き
た
：の
で
あ.る
。

「

職
分
1-
.論
が
主
観
的
に
は「

民
権」

の
確
立
を
も
と 

め
て
て
：
一

客

観

的

に

は

：

-1
王

制」

，
の

擁

立

に
.つ
と
'め
た
ば
あ
い
に
も
、「

人
民」 

の
：

「

権
力」

に
是
い
す
る
}
求
を
提
起
す
る
と
と.は
、
資
本
の
権
力
を
求
め
て 

闘
う
ブ
ル
ジ

ユ

ア

A

r
の

歴
史
的
に
は
.進
歩
的
な
.ィ
デ

：オ

ロ

ギ
I

を
'あ
ら
わ 

す
.0

，
あ

き

ら

か

に

、
フ
ル
：
ジ

.
ユ
ア
ジ
：：

I.

の
ィ

デ

オ

ロ

ギ
I

に
お
い
て
は
、
国
家
本 

質
論
が
国
家
形
態
論
セ
未
分
化
に
結
合
し
形
憩
諭
の
1

に
か
く
れ
て
あ
ら
わ 

れ
る
。'
.そ
れ
ゆ
え
に
-.
啓
蒙
1-
期

の
--
!
職
分
：

J.

論
に
お
い
て
.も
、
ブ
ル
ジ
ユ
ア 

ジ
：|
の
；̂

を
も
と
め
る
意
識
は

r；

,形
式
的
に
は
|

共
和
制
に
た
い
す
な
要 

請
.に
：あ

ら

わ

れ

、
、
：
実

質

的

に

は

絶

対

君

主

制

に

た

'い

す

るi

に
み

ず

か

ら

を

.

'n

 
九
:.c 

一
八.占

 ̂

.

I
3
I



あ
ら
わ
す
。
.：資
本
制
国
家
が
典
型
的
に
は
民
生
共
和
制
の
：霞

に

お
.い
て
、.
特
.
.

殊

的

に

は

絶

対

君

主

制

の

政

治

的

形

態

f
cお
い
て
自
己
を
齋
現
す
る
な
ら
ば、
.

—1

居
蒙」

.
の

裳

に

お

け

る「

国
家」

：

の
理
論
が
、'

「

専
制」

の

.-
-
!政
府J

 

:

を

是
認
ず
る
-

と
も
理
解
さ
れ
ょ
グ
。、
し
か
し
て

-.

学
問
の
す
i
 

.め
七
巒
、に
お
：

い
て
、
.
.-1
職
分」

の
理
論
よ
り
.な
る
.「

民
権」

.
の
思
想
は
、-：
.

「

王
制」

；の
，— 1
政

府J

を
®
え
す
こ
.：と
な
し
に「
人
民
1—
の

「

国

家」

：
を

築

く

み

ち

を

え

^

^

、

日
本
近
代
史
の
起
点
に
.立
ち
現
れ
て
社
会
的
変
革
の
道

程
.を
照

し

出

す鏡
と
成
 

る
の
で
あ
る
。
 

.

(

1

>
 

「

.凡

そ

国

民

た

る

者

は

，
一

人

の

身

に

.し
，
て

ニ

筒

条

の

勤

あ

り

0

其

-

の 

勤
は
政
府
の
下
，に
立
つ
一
人
の
民
た
る
所
に
て
こ
れ
を
論
ず
、
即
ち
客
の
積 

X
V

な
グ
0

其
一
一
の
勤
，
は

国

中

の

人

民

申

合

せ

て

.
一

国

と.

名
づ
く
る
会
社
を
結 

び
社
.の
法
を
立
て
k

と
れ
を
施
し
行
ふ
こ
と
な
り
、
即
ち
：主
入
の
.
猜
り
.な
り
0 

…

•
.
.故
に

一

国
は
猶
商
社
の
如
く
、
人
禺
放
猶
社
中
の
人
の

如

く

、

:
一
 

人
'
に
'

: 

て

主

：客
 

一.j

様

の

，職

を

.勤

む

ベ

き

者

な

り

。

」

..
'

(「

学

問
.の
す
^
め
セ
編

」
福
沢 

:
.
諭
吉
全
集
1
1
1卷
70

頁
-

'

'

 

._

(

2

)
「

主
人
の
身
分
.を

以

て

論

ず

れ

ば

、

一

国

の

人

民

，
は

即

ち

政

^

な

り
0
.

其
故
は
一
国
中
の
人
民
悉
皆
政
を
為
す
可
き
も
の
に
非

b

ざ
れ
ば
、：
政
府
な 

.

る
も
の
を
設
て
こ
れ
に
国
政
々
任
，せ
、
人
民
の
名
代
と
し
て
事
務
を
取
扱
は 

:

し
心
可
し
と
の
約
束
を
：定
め
た4

ば
な
り
。
：故
に
人
民
は
家
元
な
り
，
又

主

，

•

人
な
り
:0

政
府
は
名
代
入
な
り
、: .

又
吏
配
，人
な
；り0

…
…

政
府
の
事
は
.役

人：

の
棘
事
.
.に
P

ず
，
' 

国
民
の
名
代
と
為
り
'て.1 
.国
.を

支

；
配

す

る

公

の

事

務

；
.
と
ー
其

• 

.

;

■
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'ふ
義
な
り
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同
上
71
—

72
寘
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照
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3

)
「

政
府
た
る
も
の
は
：人
民
'
の
：委
任
を
引
受
け
、
,-

其
約
束
に
従
て
.一
国
の 

人
を
し
て
貴
賤
上
下
の
別
な
く
何
れ
も
，其
権
：義
を
逞
ふ
せ
し
め
ざ
る
可
ら 

ず
、
法
を
正
ふ
し
罰
を
厳
に
し
て
ー
点

'の
，'私
曲
あ
：る
可
ら
ず
0

…

：
，政

府

若 

.

し
国
法
の
趣
意
を
：達
す
る
.と
と
能
は
ず
し
て
人
民
に
損
亡
を
蒙
ら
し
む
る
こ 

,

と
あ
ら
ば
、
其
高
の
多
少
：を
，論
ぜ
ず
其
事
の
新
旧
を
問
は
ず
、
必
ず
こ
れ
を 

償
は
ざ
る
可
.，ら
ず
0

!

•

:政
碑
に
.
は
固
よ
り
金
の
あ
る
可
き
理
な
け
れ
ば
、
 

其
償
金
の
出
る

.所
は
：必
ず
人
民
な
り
。

」
(

同
上
72
3
 

(

4
.) 

|

人
民
は
戚
に

1

国
の
家
元
に
て
国
を
護
る
た
め
の
入
用
を
払
ふ
は
固 

.
■

よ
り
其
職
分
.な
れ
ば
、
こ
の
入
用
を
出
す
に
付
き
決
.し
て
不
平
の
顔
色
を
見 

は
す
可
ら
ず
。

…
…

凡
そ
世
の
中
に
割
合
よ
き
商
売
あ
り
と
雖
ど
も
、：
運
上 

を
私
ふ
て
政
府
の
保
護
を
見

ふ
..

ほ
ど
安
き
も
の
は
な
か
る
可
し
。

…
…

不
筋 

の
金
な
れ
は
こ
そ
，一

銭
を
.も
惜
む
可
け
れ
ど

■
も
、
道
理
に
於
て
出
す
可
き
窖 

の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
出
し

.
て
安
き
.も
の
を
買
ふ
可
き
銭
な
れ
ば
、

思
案
に 

.も

及

ば

ず

快

：く

運

上

を

払

ふ

_
可
き
な
り

C」
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同
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(

5

)
「

客
.
の
身
分
を
以
て
論
ず
れ
ば
、

一
国
の
人
民
は
国
法
を
重
ん
じ
人
間 

同
等
の
趣
意
：を
忘
る
可
ら
ず
。

…
…

疋
し
く
国
法
を
守
て
彼
我
同
等
の
大
義 

に
従
ふ
可
し
0

ス
国
の
：政
体
..に
由
て
定
り
.し
法
は
仮
令
び
或
は
愚
な
る
も 

.
或
は
不
便
.な
る
：も
、
妄
に
こ
れ
を
破
る
の
：理
な
し

b

師
を
起
す
も
外
国
と
条 

約
を
結
ぶ
も
政

#

の
権
に
あ
る
事
に
て
、
ご
の
権
は
も
と
約
束
に
て
人
民
よ 

.
り

一

政

府

べ

与

べ

た

.る
も
の
な
れ
ば
、
政
府
の
：政
に
関
係
な
き
者
は
決
し
て
其 

事
を
評
議
す
可
ら
ず
0」

(

同
上
70〜

71
頁
#

照)

'

C

6)
：「

力
を
以
て
政
府
に
敵
対
す
る
は

.固
ょ
り
一
，
人
の
能
す
る
所
に
非
ず
、
 

に
て
.も
、
自
か
ら
亦
善
政
良
法
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
政
府
の
名
を
以
て
若
干
.の 

.•

必
ず
徒
党
を
結
ば
ざ
る
可
ら
ず
。
如
是
れ
内

#

の
師
な
.り
。

…
…

又

内

刮

を

.
年
月
を
渡
る
可
き
理
な
し
。

.
故
に
.1

朝
の
.妄
動
に
■
て
こ
れ
を
倒
す
も
、
暴
を 

起
せ
ば
、
從
来
其
国
に
行
：は
れ
た
.る
政
治
の
仕
組
女
一
度
び

.
横
べ
す
は
固

.)
:

:

.:.
'

:

.

Mて
.暴
に(

代
.；へ
,>

愚

を

以

て

厭

に

代

る

の

み

。
」
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.
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同

土
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り
寒
を
俟
た
ず
ァ
然
る
^

其
旧
の
政
府
な
る
も
の
入
饭
ゲ
如
何
な
る
惡
政
き
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か
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